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ト
ピ
ッ
ク
ス

公
務
員
制
度
改
革

1

「
自
律
的
労
使
関
係
制
度
を
措
置
す
る
」
に
修
正
し
基
本
法
が
成
立

公
務
員
制
度
改
革
基
本
法
案
が
六
月
六
日

に
参
議
院
本
会
議
で
可
決
・
成
立
し
た
。
基

本
法
案
は
今
後
五
年
間
の
包
括
的
な
公
務
員

制
度
改
革
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
示
す
も
の
。
①

新
人
事
制
度
の
構
築
②
多
様
な
人
材
確
保
③

適
正
な
採
用
ル
ー
ル
の
確
立
④
組
織
の
パ
フ

ォ
ー
マ
ン
ス
の
向
上―

―

な
ど
を
そ
の
目
的

と
し
て
い
る
。
法
案
は
四
月
四
日
に
閣
議
決

定
さ
れ
て
以
降
、
連
合
を
は
じ
め
と
す
る
労

働
組
合
は
「
改
革
の
水
準
を
満
た
し
て
お
ら

ず
、
極
め
て
不
満
」
と
の
見
解
を
示
し
、
修

正
を
求
め
た
。
五
月
末
か
ら
六
月
に
か
け
て

か
ら
与
野
党
で
修
正
協
議
が
行
わ
れ
た
結
果
、

労
働
界
の
宿
年
の
懸
案
課
題
で
あ
る
労
働
基

本
権
の
付
与
に
つ
い
て
、
政
府
案
の
「
検
討

す
る
」
の
記
述
が
、「
自
律
的
労
使
関
係
制
度

を
措
置
す
る
」
と
の
踏
み
込
ん
だ
表
現
に
改

め
ら
れ
た
。

こ
れ
を
受
け
、
六
月
一
一
日
に
東
京
・
溜

池
で
「
公
務
員
制
度
改
革
に
関
す
る
緊
急
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
が
、
二
一
世
紀
臨
調
、
経
済

同
友
会
、連
合
の
共
催
で
開
か
れ
た
（
写
真
）。

抜
本
的
な
改
革
を
先
送
り
さ
せ
ず
、
国
民
本

位
の
「
公
務
員
制
度
改
革
」
を
実
現
さ
せ
る

た
め
開
か
れ
た
も
の
。
主
催
者
代
表
の
ほ
か
、

政
府
・
与
野
党
か
ら
も
、
渡
辺
喜
美
・
行
政

改
革
・
公
務
員
制
度
改
革
担
当
相
、
中
川
秀

直
・
自
民
党
元
幹
事
長
、
松
本
剛
明
・
民
主

党
行
政
改
革
調
査
会
長
ら
が
参
加
し
た
。
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
最
後
に
、「
今
般
の
基
本
法
の

成
立
を
出
発
点
と
し
て
、
日
本
の
行
政
組
織

と
公
務
員
制
度
を
二
十
一
世
紀
の
日
本
に
相

応
し
い
姿
へ
と
変
革
す
る
決
意
を
新
た
に
す

る
」
な
ど
と
す
る
主
催
者
の
共
同
声
明
を
採

択
し
た
。

修
正
内
容
と
そ
の
評
価

与
野
党
に
よ
る
協
議
の
結
果
、
政
府
案
に

施
さ
れ
た
主
な
修
正
点
と
し
て
は
、
①
幹
部

職
員
人
事
に
つ
い
て
内
閣
官
房
の
各
府
省
庁

（
内
閣
人
事
庁
）
が
作
成
す
る
と
し
て
い
た

も
の
を
、「
内
閣
人
事
局
」（
内
閣
官
房
長
官
）

が
名
簿
を
作
成
す
る
と
し
た
こ
と
②
国
会
議

員
と
の
接
触
に
つ
い
て
大
臣
を
補
佐
す
る
政

務
専
門
官
を
お
き
国
会
議
員
に
説
明
す
る
と

し
て
い
た
も
の
を
接
触
は
制
限
せ
ず
記
録
を

作
成
し
、
情
報
公
開
で
透
明
化
を
図
る
と
し

た
こ
と
③
労
働
基
本
権
に
つ
い
て
、「
検
討
す

る
」
と
し
て
い
た
も
の
を
「
協
約
締
結
権
を

付
与
す
る
職
員
範
囲
の
拡
大
に
伴
う
便
益
及

び
費
用
を
含
む
全
体
像
を
国
民
に
提
示
し
、

そ
の
理
解
の
も
と
に
、
国
民
に
開
か
れ
た
自

律
的
労
使
関
係
制
度
を
措
置
す
る
」
と
し
た

こ
と―

―

な
ど
が
あ
る
。

与
野
党
合
意
で
成
立
し
た
基
本
法
に
つ
い

て
、
渡
辺
担
当
相
は
「
民
主
党
と
の
す
り
合

わ
せ
が
な
け
れ
ば
通
ら
な
か
っ
た
。
憲
政
史

上
画
期
的
な
こ
と
で
あ
り
、
当
面
は
公
務
員

制
度
改
革
推
進
本
部
を
ど
う
作
る
か
が
大

切
」
な
ど
と
発
言
。
与
野
党
か
ら
も
「
ま
だ

入
り
口
だ
が
公
務
員
の
無
責
任
体
質
を
終
わ

り
に
し
、
魅
力
あ
る
職
場
に
変
え
て
い
く
こ

と
が
大
切
」（
中
川
氏
）、「
天
下
り
問
題
だ
け

は
一
致
せ
ず
、
残
さ
れ
た
大
き
な
課
題
だ
。

た
だ
し
、
ね
じ
れ
国
会
が
問
題
な
の
で
は
な

く
、
民
主
主
義
の
ル
ー
ル
下
で
、
合
意
し
て

い
く
こ
と
が
大
切
」（
松
本
氏
）―

―

な
ど
、

<資料出所>本誌2008年１月号42頁の図再掲
（注1）　行政機関、国会・裁判所等、自衛官は2007年度末定員。独立行政法人は2007.1.1現在員。
（注2）　地方公務員については、「地方公共団体定員管理調査（総務省）」による（調査時点は平成2006年4月1日）。
（注3）　 「一般行政」「福祉関係」「教育」のうち一部（単純労務職員）には団体協約締結権が認められており、「公営企業等会

計」のうち一部（地方公営企業法の適用・準用を受けない職員）には団体協約締結権が認められていない。

公務員の労働基本権
（単位：万人）
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両
党
と
も
法
案
の
成
立
を
前
向
き
に
評
価
し

た
。労

働
基
本
権
の
今
後
の
対
応
に
つ

い
て

労
働
基
本
権
付
与
の
具
体
的
な
検
討
に
向

け
て
、
渡
辺
担
当
相
は
、
昨
年
一
〇
月
に
行

政
改
革
推
進
本
部
の
専
門
調
査
会
が
ま
と
め

た
報
告
を
ベ
ー
ス
に
、
近
く
設
置
予
定
の
公

務
員
制
度
改
革
推
進
本
部
の
な
か
に
、
学
識

者
や
労
組
代
表
者
も
含
め
て
労
使
関
係
制
度

検
討
会
を
設
け
て
、
議
論
す
る
考
え
を
表
明

し
た
。

昨
年
、
専
門
調
査
会
が
ま
と
め
た
労
働
基

本
権
の
改
革
に
関
す
る
方
向
性
と
し
て
は
、

「
労
使
が
自
律
的
に
労
働
条
件
を
決
定
す
る

シ
ス
テ
ム
へ
の
変
革
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
と
し
、「
一
定
の
非
現
業
職
員
に
つ
い

て
、
協
約
締
結
権
を
新
た
に
付
与
す
る
」
と

報
告
し
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て
連
合
は
、
報
告

で
評
価
で
き
る
の
は
、「
一
定
の
非
現
業
職
員

に
対
す
る
協
約
締
結
権
付
与
」
と
「
国
に
お

け
る
使
用
者
機
関
の
確
立
」
だ
け
で
あ
り
、

「
団
結
権
」「
争
議
権
」「
労
使
協
議
制
」
な
ど

に
関
連
し
て
は
、「
両
論
併
記
」
に
と
ど
ま
っ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
不
満
と
の
見
解
を
発
表

し
て
い
る
。「
労
使
関
係
の
自
律
性
の
確
立
」

の
た
め
に
は
、
協
約
締
結
権
だ
け
で
な
く
、

団
結
権
、
団
体
交
渉
権
を
機
能
・
促
進
さ
せ

る
争
議
権
付
与
の
検
討
も
不
可
欠
だ
と
す
る
。

パ
ネ
リ
ス
ト
と
し
て
参
加
し
た
古
賀
伸

明
・
連
合
事
務
局
長
は
、
今
回
の
基
本
法
成

立
に
盛
り
込
ま
れ
た
労
働
基
本
権
の
あ
り
方

に
つ
い
て
、「
地
方
自
治
体
で
は
（
賃
金
カ
ッ

ト
な
ど
で
）
人
事
院
勧
告
制
度
が
有
名
無
実

化
し
て
い
る
。
公
務
に
つ
い
て
も
Ｉ
Ｌ
Ｏ
八

七
号
条
約
『
結
社
の
自
由
及
び
団
結
権
保
護

条
約
』
と
Ｉ
Ｌ
Ｏ
九
七
号
条
約
『
団
結
権
及

び
団
体
交
渉
権
条
約
』
に
準
拠
し
た
民
間
同

様
の
制
度
と
す
べ
き
だ
。
基
本
法
で
は
、
自

律
的
労
使
関
係
制
度
を
措
置
す
る
と
し
た
が
、

労
働
基
本
権
そ
の
も
の
の
付
与
が
必
要
。
そ

う
し
た
関
係
に
な
れ
ば
、
当
然
使
用
者
性
が

存
続
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
内
閣
人
事
局

が
幹
部
人
事
の
差
配
を
す
る
だ
け
で
は
な
く
、

管
理
運
営
責
任
を
も
つ
べ
き
だ
か
、
こ
こ
が

明
ら
か
で
は
な
い
」
と
述
べ
、
政
府
に
注
文

を
つ
け
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
渡
辺
担
当
相
は
、「
使
用

者
機
関
が
ば
ら
ば
ら
に
存
在
す
る
わ
け
に
も

い
か
な
い
の
で
、
使
用
者
機
関
の
在
り
方
に

つ
い
て
も
検
討
会
で
検
討
し
て
い
く
」
と
述

べ
た
。
中
川
氏
も
労
働
基
本
権
問
題
に
つ
い

て
「
自
民
党
内
で
意
見
が
一
本
化
さ
れ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。
政
調
会
長
の
と
き
に
協

約
締
結
権
は
納
得
し
た
。
使
用
者
責
任
に
つ

い
て
も
国
民
レ
ベ
ル
で
、
深
い
議
論
を
し
て

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
発
言
し
た
。

一
方
、
松
本
氏
は
「
労
働
基
本
権
は
付
与

と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
本
来
あ
る
べ
き
も

の
。
業
務
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
る
も
の
は
あ

る
か
も
し
れ
な
い
が
、
速
や
か
に
徹
底
的
に

議
論
す
べ
き
だ
。
内
閣
人
事
局
を
企
業
で
い

う
人
事
労
務
部
に
す
る
の
か
な
ど
、
今
回
の

基
本
法
で
は
、
幹
部
人
事
と
労
使
関
係
が
ば

ら
ば
ら
に
入
っ
て
お
り
、
一
本
化
す
べ
き
」

と
の
意
見
を
述
べ
た
。

二
一
世
紀
臨
調
・
経
済
同
友
会
・

連
合
の
共
同
声
明

主
催
者
の
一
人
と
し
て
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

の
最
後
に
発
言
し
た
髙
木
剛
・
連
合
会
長
は
、

労
働
基
本
権
問
題
に
つ
い
て
「
一
九
六
五
年

に
Ｉ
Ｌ
Ｏ
八
七
号
条
約
を
批
准
し
た
が
、
Ｉ

Ｌ
Ｏ
の
ド
ラ
イ
ヤ
ー
勧
告
か
ら
の
公
務
員
の

労
働
基
本
権
が
放
置
さ
れ
て
い
て
も
い
い
の

か
と
い
う
指
摘
、
さ
ら
に
Ｉ
Ｌ
Ｏ
総
会
、
条

約
勧
告
適
用
委
員
会
で
も
、
公
務
員
の
労
働

基
本
権
問
題
が
ず
っ
と
議
論
さ
れ
て
き
た
。

日
本
は
か
な
り
の
民
主
主
義
の
国
な
の
に
な

ぜ
解
決
で
き
な
い
の
か
。
特
別
な
国
な
の
か
。

基
本
法
で
は
、
国
民
の
理
解
を
得
つ
つ
と
、

書
い
て
あ
る
。
検
討
会
で
前
向
き
な
議
論
を

お
願
い
し
た
い
」
な
ど
と
述
べ
、
宿
年
の
課

題
に
対
す
る
明
確
な
結
論
を
要
請
し
た
。

パ
ネ
ル
討
論
を
受
け
、
二
一
世
紀
臨
調
・

経
済
同
友
会
・
連
合
の
主
催
者
団
体
は
、
以

下
の
共
同
声
明
を
発
表
し
た
（
抜
粋
）。

国
家
公
務
員
制
度
改
革
基
本
法
が
成
立
し

た
。
同
法
の
成
立
が
危
ぶ
ま
れ
る
中
、
与
野

党
協
議
に
お
け
る
合
意
を
通
じ
て
こ
れ
を
成

し
遂
げ
た
こ
と
は
、
政
府
・
与
野
党
関
係
者

の
改
革
に
対
す
る
強
い
決
意
の
表
れ
で
あ
り
、

わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
努
力
に
心
か
ら
敬
意
を

表
す
る
も
の
で
あ
る
。

政
官
業
の
癒
着
を
断
ち
、
官
僚
主
導
、
裁

量
行
政
、
縦
割
り
・
割
拠
主
義
と
決
別
し
、

国
民
に
支
え
ら
れ
た
責
任
あ
る
政
治
主
導
体

制
を
確
立
す
る
こ
と
、
国
民
に
信
頼
さ
れ
、

公
正
・
透
明
で
、
効
率
性
、
総
合
性
、
機
動

性
、
国
際
性
に
富
ん
だ
有
効
で
活
力
あ
る
行

政
組
織
を
創
造
す
る
こ
と
は
い
ま
や
喫
緊
の

課
題
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
要
請
に
応
え
う
る

新
し
い
公
務
員
制
度
の
創
造
が
渇
望
さ
れ
て

い
る
。

わ
れ
わ
れ
主
催
団
体
は
、
こ
う
し
た
時
代

の
要
請
を
踏
ま
え
、
今
般
の
基
本
法
の
成
立

を
出
発
点
と
し
て
、
日
本
の
行
政
組
織
と
公

務
員
制
度
を
二
十
一
世
紀
の
日
本
に
相
応
し

い
姿
へ
と
変
革
す
る
決
意
を
新
た
に
し
、
こ

こ
に
以
下
の
共
同
声
明
を
公
表
す
る
も
の
で

あ
る
。

政
府
は
、
今
後
に
お
い
て
具
体
的
な
制
度

設
計
や
個
別
法
の
改
正
を
進
め
る
に
あ
た
っ

て
は
、
与
野
党
協
議
に
お
け
る
修
正
合
意
に

基
づ
い
て
成
立
し
た
基
本
法
の
立
法
趣
旨
、

す
な
わ
ち
、「
政
治
主
導
の
強
化
」
及
び
「
キ

ャ
リ
ア
・
シ
ス
テ
ム
の
廃
止
」「
幹
部
職
員
人

事
の
一
元
化
」
の
基
本
理
念
を
真
摯
に
受
け

と
め
、
改
革
が
決
し
て
後
戻
り
す
る
こ
と
の

な
い
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
。

今
般
の
基
本
法
は
国
民
の
求
め
る
公
務
員

制
度
改
革
の
一
里
塚
に
す
ぎ
な
い
。
政
府
、

政
党
は
、
現
代
公
務
員
制
度
の
根
幹
を
成
す

「
能
力
・
実
績
主
義
」「
政
治
的
中
立
」「
能
力
・

実
績
に
応
じ
た
処
遇
」
の
諸
点
に
つ
い
て
は

と
く
に
国
家
百
年
に
耐
え
う
る
十
分
な
制
度

設
計
を
行
い
、
公
務
の
世
界
に
気
概
と
使
命

感
に
溢
れ
る
有
為
の
多
様
な
人
材
を
将
来
に

わ
た
っ
て
確
保
し
、
彼
ら
が
誇
り
と
働
き
が

い
を
も
っ
て
職
務
を
遂
行
し
う
る
環
境
の
整

備
に
努
め
る
べ
き
で
あ
る
。

（
調
査
・
解
析
部
）
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